
請求日 1 スライド変更の請求

7日以内

・受注者からの請求（様式１－２）

スライド額協議開始日の通知 2 スライド額協議開始日の通知（様式２）

14日以内

＊ただし、基準日

は請求日とするこ

とを基本とする

基準日 3 残工事費の確認

２ヶ月以上 ・インフレスライド工事数量総括表（様式３）により出来高検査を行う。

4 スライド額の算定

スライド額協議開始 5 請負代金変更の協議(様式５）

14日以内

スライド額確定 6 変更請負代金額承諾書(様式６）

スライド変更契約 7 変更契約

工期末

インフレスライド実施フロー

請求日：スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が
請負代金額の変更の協議を請求した日

基準日：請求があった日から起算して、１４日以内で発注者と受注
者とが協議して定まる日とし、請求日とすることを基本とする。


